
歴史的建築物の保全・活用に向けて

　神戸には、開港以降に建てられた「神戸らしさ」を象徴するような近代建築物や地域の文化
を伝える古民家などが数多く存在します。こうした歴史的建築物は、所有者の方たちの努力で
新たな用途・機能を組み込まれるなどして良好に保存活用される事例がある一方で、経済面や
機能面などの問題から、残念ながら消滅していく事例もみられます。
　神戸市では、「デザイン都市・神戸」の推進のための基本的方針において、「まちのデザイ
ン」の主な取り組みの1 つに「歴史的・文化的価値の高い地域資源の保全・活用・継承・情報
発信」を掲げており、歴史的建築物の保存活用は、神戸の魅力にさらに磨きをかけていくうえ
で、重要な事項として位置づけています。

神戸らしさ
　　を象徴する歴史的建築物

　歴史的建築物を、その価値を保ちながら、私たちの生活や様々な活動の中で上手に活かして
使い続けていくためには、よりきめ細かく対応していくことが必要です。また、単に保存する
というだけではなく、積極的な活用を促すことで、建物の維持管理等の経済的な負担軽減や、
地域のまちづくりへの貢献にもつながることが期待できます。
　一方、歴史的に価値があるといえども、不特定多数の利用者が見込まれる場合は、特に安全
性を確保しておくことは重要です。歴史的建築物の保存活用を図るにあたっては、安全性等の
基本的な性能の確保と、貴重な市民の皆様の共有財産としての価値の保全とのバランスをとり
ながら、建築基準法を柔軟かつ適切に運用していきます。
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（適用の除外）
　この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、
適用しない。

一～二　略
三　文化財保護法第182条第２項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のた

めの措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四　略

　歴史的建築物の保存活用を図るため、建物の用途を変えたり、改修を行う際に、建築基準法
に適合していないことが課題となる場合があります。
　建築基準法第３条第１項第３号には、文化財保護法により指定された国宝、重要文化財以外
であっても、自治体の条例で定めるところにより「現状変更の規制及び保存のための措置」が
講じられている建築物で、指定を受けたものについては、建築基準法の適用を除外する特例的
な制度があります。
　神戸市では、都市景観条例にこの制度を位置づけ、「保存及び活用を促進する計画（保存活
用計画）」を定めることにより、建築基準法第３条第１項第３号の指定を受けることが可能と
なっています。

景観重要建造物又は神戸市指定景観資源の保存・活用を図るうえで、建築基準
法第３条第１項第３号の指定を受ける必要があると考える所有者は、市長に対
し、「保存活用計画」を定めるよう申し出ることができます

市長は、所有者からの申出を受けて、景観重要建造物又は神戸市指定景観資源
の保存及び活用を図るうえで必要と認める場合は、保存活用計画を策定します
建築基準法関連事項についても審査します

保存活用計画の内容について、都市景観審議会に意見を聴くとともに、所有者
に同意していただきます

建築基準法第３条第１項第３号の指定を受け、建築基準法を適用除外にするこ
とについて審査し、建築審査会の同意を得ます

保存活用計画を策定したことを告示します（景観重要建造物又は神戸市指定景
観資源の指定と同時に策定する場合は、指定の告示と併せて行います）
建築基準法第３条第１項第３号の指定を行います

保存活用計画が定められた景観重要建造物又は神戸市指定景観資源は、保存活
用計画に基づき管理（保存活用）していただきます
現状変更を行う場合は、市長の許可が必要になります現状変更の許可



１．保存及び活用に係る目標及び方針

２．現状変更の規制及び
　　保存のための措置に関する事項

②活用に関する事項

①保存及び管理に関する事項

④防災に関する事項

⑤環境の保全に関する事項

⑥手続きに関する事項

保存活用計画
　建築基準法第３条第１項第３号に定める現状変更の規制及び保存のための措置などを定めた
保存及び活用のための計画（保存活用計画）を神戸市が策定し、所有者の方はその計画に基づ
いた適切な保存活用を図ります。

対象建築物の価値を確認し、その価値を活かした
保存・活用の目標や方針を定めます

対象建築物の価値を確認し、その価値を活かした
保存・活用の目標や方針を定めます

現状の保存・管理状況や、今後の保存活用計画に
向けた計画などを定めます

保存活用に向けた改修計画などを定めます

火災や震災等の災害から守り、安全性を確保する
ための対策を定めます

周辺の都市景観の形成や地域のまちづくりにふさ
わしい保存活用を図るための方針等を定めます

保存活用計画に盛り込まれた行為等について、必
要な届出、許可等の手続きを定めます

保存活用計画に定める内容保存活用計画に定める内容



(　　　　　　)

保存活用計画に反するなど不適切な行為を行った場合は、市長は景観重要建造物又は神戸市指定景観資源の
指定を解除します。指定が解除されると、建築基準法が再度適用されることとなります。
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